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ライドシェアと二種免許

病気や障害がある方の二種免許
運転リハフォーラム２０２４

• 本研修の目的

• INDEX
1. 現時点の第2種免許制度の概要
2. ライドシェア制度の概要
3. 一種免許と二種免許の違い。求められる能力
4. 事業用自動車の健康起因事故
5. 国交省や警察庁の見解を踏まえて

こんな相談が当会へ寄せられました。
元タクシー運転手です。脳卒中で後遺症があります。復職を希望したのですが、病院も免許センターも許可し
てくれませんでした。結局タクシー会社を辞めて今は無職です。現在は普通自動車一種免許は持っていますが、
二種免許は臨時適性検査の時に返納させられました。最近、ライドシェアというタクシーがあることと、それ
を一種免許でも運転できることを知りました。年も年ですので、今更違う仕事に就くのも厳しいです。地理に
も詳しいので地元でライドシェア運転手をしたいです。私にも出来るでしょうか?
あなたはどう答えますか?

NHK NEWSWEB 9/4

重要な留意点
2024年度中にライドシェア新法を提出する計画を政府は持っています。
新法の可能性は低いと考えていますが、この法律の内容によってはこの
議論は改めて行う必要があるかもしれません。日本版ライドシェアはあ
くまでも暫定的な制度です。

１，多様化する移動ニーズと手段

その他
• 徒歩
• 自転車
• 鉄道
• 自家用車

二種免許
• タクシー
• バス

一種免許
• 送迎（病院・保育園・会社・介護施設など）

• 自家用有償旅客運送（交通空白地域・福祉運送）

一種免許
• ライドシェア

非営利(無料または実費)営利

現行道路運送車両法
タクシー会社が運用
運用地域や時間帯の制限

特定のルート
またはエリア

アプリでの予約
のみ（迎車）制限なし

道路運送車両法第７８条第2号
道路運送車両法第７８条第3号
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「検討中」
ライドシェア新法
一般企業も参入。割安
の料金?
例）ウーバー
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道路交通法と二種免許

大型免許 中型免許 準中型免許 普通免許 大型特殊免許 小型特殊免許 普通二種免許 大型二種免許

6.5t以上
30人以上
21歳以上
（3年以上）

6.5t未満
29人以下
20歳以上
（2年以上）

4.5t以下
10人以下
18歳以上

2t未満
10人以下
18歳以上

クレーン車
ブルドーザー

ホイールローダーな
ど

主に農作業用 タクシー
ハイヤー バス

2,二種免許の特徴（タクシー）

特徴

運転行動

⾧時間の運転18時間（８時～26時ま
で）
走行距離300～400キロ/日
悪天候（台風や積雪）深夜
見知らぬ場所での運転
急な進路変更
急な停止
乗客の奪い合い

事故

タクシー特有の事故
①急な進路変更
②急な停止
③過労
交差点付近で多発

一定の病
気等への
対応

てんかん発作既往歴、除細動器ICD
装着者は職業運転士に従事不能。
（医学的見解）
その他多くのケースで臨時適性検査
にて二種免許の自主返納を慫慂。

私の経験談
(東京武三地区)

1. 肉体的に相当きつい。（帰
宅時はたいてい下車駅で乗
り過ごす）

2. 歩合給なので無理をしがち
3. 常習的速度超過&居眠り運

転
4. 実車時のほうが眠い
5. 基本的にお客は取り合い
6. 手を上げないお客もいる
7. 9年間無事故無違反(奇跡

的)

取得要件
• 19歳以上で一種免許保有

1年以上
• 深視力検査あり
• 合格率は57.2％*
*運転免許統計R5

求められる能力
• 注意力の継続
• 重複する注意
• 瞬時の判断
• 迅速で的確な運転操作
• 健康な身体
• 順法精神

教習メニュー
• 悪い癖の矯正
• 左折時の車両感覚
• 鋭角路での切り返し
• 急な進路変更や停車
• 指定位置での停車
• 悪天候での運転

日本てんかん協会

2.ICD患者の準中型免許取得に関する適性に
ついて
車両総重量による運転免許区分は普通免許・
中型免許・大型免許に３区分されていたが、
2017年３月から新たに総重量3.5-7.5トンの
準中型免許が新設され４区分（普通免許・準
中型免許・中型免許・大型免許）となった。
ICD患者の準中型免許取得の適性に関しては、
必ずしも適性なしとは言えない。しかし、い
かなる免許区分であってもICD患者の職業運
転は認められない点に関しては従来と同じで
ある。

2,二種免許の特徴（タクシー）

身体障害や精神障害の手帳を持ってい
る人でタクシー乗務員として働いてい
る人がいるのか不明であるが、多くの
ケースで二種免許は更新時に返納を促
され、当事者はそれに応じているのが
私の現状認識。

障害者がタクシー乗務員として働けな
い主な理由
①偏見②服薬③再発④不安定な体調

航空身体検査マニュアル（国交省）
１，一般医薬品の服用（第3類以外）
(通常投与間隔の3倍の時間は運転禁止)
２，予防接種
(接種後24時間は運転禁止）
３，その他医薬品
(国土交通大臣の判定が必要）
４，服用可能な医薬品
(市販の目薬。栄養ドリンク、禁煙補助
薬、一般医薬品第3類）
５，意識障害の既往歴
（免許取消し）

ペースメーカ使用者はボンネットの開閉はNG
本気で事故を無くしたいなら・・・

2,二種免許の特徴（タクシーの事故）

内閣府規制改革推進会議地域産業活性化ワーキンググループ第３回配布資料より抜粋

• 事故の特徴 ★急な進路変更 ★急な停車要求 ★交差点付近での乗降 ★夜間
• 事故を誘発させやすい運転場面に遭遇する割合が高い。
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①急な進路変更
乗客の急な指示を受け、交差点直前
の進路変更禁止区間内での右折車線
へ進路変更し、斜め右後方の右折車
線を走行していた他車と接触した。

②急な停車要求
当初の目的地の手前で、乗客が急に「そ
こで降ろして」と指示したため、第２車
線走行中にもかかわらず路肩方向へハン
ドルを切り、タクシーの真横を並走して
いた２輪車と接触した。

③急な乗車要求
空車で走行中に路肩に駐車していた自
動車の隙間から、乗客が突然現れて手
を挙げた。運転士は慌ててブレーキを
かけて停車したが、後方の自動車に追
突された。

2,二種免許の特徴（タクシーの事故）

④交差点付近での乗降
交差点を右折した直後に停車す
るよう乗客から指示を受け、停
車したところ、後方の右折車両
が追突。

⑤競争
前方に手を挙げる乗客を発見したが、第
2車線を走行中で、なおかつ第1車線に
空車のタクシーが走行していることを認
めたため、慌てて急加速しながら第1車
線へ車線変更。それに気づいた第1車線
のタクシーも同様に加速したため、結果
接触した。

2,二種免許の特徴（タクシーの事故）

⑥迎車時の速度超過
距離が離れた場所への迎車要請を引き受
けため、速度を大幅に超過して走行。事
故を起こす。

⑦居眠り運転
眠気を感じていたが、稼ぎ時の深夜帯で
休息することがはばかられ、無理をして
運転。遠方客を乗せて高速道路を走行中、
居眠り運転で事故。

重要な条件
流し営業を行わない地方の
タクシーの場合、これらの
事故事例は必ずしも当ては
まらない。
一種免許の技量だけである
程度従事できるかもしれな
い。

2,二種免許の特徴（タクシーの事故）健康起因事故

健康起因事故とは?
業務中の体調悪化や発病等によって起こる交通事故または乗務の中断。

旅客自動車運送事業運輸規則（国土交通省令）
• 第２１条の５
旅客自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補
助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。
• 第４８条４の２
乗務員等の健康状態の把握に努め、第二十一条第五項の乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。

これまでに注目されてきた疾患や障害
• SAS 睡眠時無呼吸症候群
• 視野障害

事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル（国土交通省）
第４章 就業、乗務及び運航における判断と対処
１．１．(2) 一定の病気等に係る外見上の前兆や自覚症状による疾病の把握
(義務)
事業者は業務上、運転者にこれらの前兆や自覚症状を確認するとともに、
ESS（Epworth の眠気テスト）や適性診断なども活用し、当該症状等の程度
が著しいかどうか、慢性化しているかどうか、複数の関連症状が併発してい
るかどうか等を総合的に判断し必要と認める場合には、医師による診断や面
接指導を受診させ、医師の判断により必要に応じて、所見に応じた検査を受
診させる必要がある。さらに、これらの結果を把握するとともに、医師から
結果に基づく運転者の乗務に係る意見（乗務の可否、乗務の際の配慮事項
等）を聴取する必要がある。

2,二種免許の特徴（タクシーの事故）健康起因事故

バス

バス運転手特有の運転
• 立っている乗客がいる
• 停車、発車を頻繁に繰り返す
• 他車との速度差
• 車体の大きさ
バスの事故件数の多くは
「運転の中断」。実際の
事故は非常に少ない。
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2,二種免許の特徴（タクシーの事故）健康起因事故 2,二種免許の特徴（タクシーの事故）健康起因事故

2,二種免許の特徴（新しい視野検査）

• 交通事故につながる視野障害とは?
1. 緑内障
2. 網膜色素変性症
3. 加齢黄斑変性
4. *脳疾患に起因する視野障害・脳血管疾患
5. 糖尿病網膜症
＊脳血管疾患（脳梗塞、脳出血など）や脳腫瘍といった脳疾患により、視覚に
関連する脳の部位が損傷した場合、眼球や視神経は正常でも視野欠損が生じる
ことがある。視野の半分が欠ける半盲を主体とした視野障害を生じるが、視力
が保たれていて視野欠損部を無視するなど、自分で異常に気づきにくいことも
ある。

• 視野障害の兆候を疑うべき運転での経験
●突然、車・自転車・バイクや歩行者が飛び出してきてビックリしたこと
がある。
● 普段あるはずの一時停止の標識がなくなっていたことがある。
● 交差点にあるはずの信号機がなくなっていたことがある。
● 車線を守って走っているつもりが、いつの間にか歩道側または対向車
車線側にはみ出してしまうことがある。
● 車を頻繁にこする。以前より車庫入れに苦労する。
● 同乗者から「危ない」と指摘されたことがある。

• 簡易スクリーニング検査
①クロックチャート
②MVT:Multi-stimulus Vision Tester

• 簡易スクリーニング検査
タクシー事業者が自ら行うことを前提した検査です。

2,二種免許の特徴（新しい視野検査）

クロックチャート（別紙参照）

タブレット型視野計（MVT:Multi-stimulus Vision Tester）

＜概要・特徴＞
視野障害の進行例の検出（重度症状のスクリーニング）を目的に、簡単に操作
でき、はじめての人でも正しく使用できる機器として開発されました。
＜検査方法＞
10 インチタブレットを用い、画面内の見えた場所をタッチする方法で検査を行
います。基本的には一人でできるように操作説明がついています。

＜概要・特徴＞
緑内障などによる視野欠損の簡易スクリーニングツールであり、各事業所において、手
軽に使用することができます。
＜検査方法＞
片眼ずつ、図の中心の丸を見つめながらクロックチャートを回転させ、その間に4 つの
生き物（イラスト）がすべて見え続けているか・抜け落ちがないかを確認します。また、
停止した状態で中央の格子が歪んで見えたり、花びらが欠けていないかを確認します。
詳細はP32 の参考資料（クロックチャート（サンプル））を参照ください。
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2,小まとめ

• 病気
過労が「再発」や「病状の悪化」を誘発させる?

• 認知機能
重複する注意、瞬時の判断など、一種より高度な認知機能が求められる。

特に重視されているのが視野。
• 運転操作

片手運転や手動装置、座位の不安定は迅速で的確な操作に支障を及ぼす。

• 地域差
都市部での流し営業と地方での予約営業では、乗務員に求められる要素

は変わりうる。
• てんかん発作とICD

医学的見地から従事不可能。

免許制度上は二種免許のみの取り消しは行われない。

3,ライドシェア制度 一種免許でできるタクシー

二種免許
• タクシー

• バス

一種免許
• 送迎（病院・保育園・会社・介護施設など）

• 自家用有償旅客運送（交通空白地域・福祉運送）

一種免許
• ライドシェア

非営利(無料または実費)営利 特定のルート
またはエリア

アプリでの予約
のみ（迎車）制限なし

• 一種免許での営業を正当化する理由
1. 自家用有償運送や各種送迎という制度が既に存在
している。

2. タクシー事故特有の運転場面に遭遇しないような
営業形態。

（流し営業なし・事前に目的地までのルートをアプリ
で指定・特定の曜日、時間帯のみの営業・目的地まで
の距離の制限等）
2．労働管理をタクシー事業者が行う。
3.  何よりもタクシーがつかまらない現状。
4.  海外での導入実績。
5.  違法な白タクの排除。

• ライドシェア経験者のインタビュー（動画）

ライドシェア新法
デイサービスの送迎は運転ではなく「歩行の介助」

4,警察庁・国土交通省の見解 5,まとめ 身障運転者もライドシェアドライバーに従事可能である。

普通二種免許（タクシー・ハイヤー）
• 想像よりも重労働。競争社会
• 一般運転者よりも事故を誘発する運転場面に遭遇しやすく、特に注意力（複数への）は一般ドライバーを超える能力が必要
• 健康起因事故は社会的な大きな問題であり、一般運転者よりもより大きな責任を負っている。

復職希望への対応として…
医療機関として制度に基づいた対応はできないため、あくまでも助言として言えることは、リスクの説明+
「無理をしてまでやり続けないように」

ライドシェア
• タクシー運転者が遭遇する事故リスクを軽減させる運行管理によって、一種免許での有償運送を可能としている。
（アプリでの事前予約と目的地までのルート、料金）

• 一定の病気等の既往がある方でも一種免許があれば制度的に従事可能。但し、医学的に職業運転士に従事不能とされているICDやてんか
ん発作はOUT。だが、産業医がこのことを知っている限りにおいて。
入社時の健康診断で病歴などによって不採用になることもある。

↓
労働安全衛生法第６６条

↓
但し、労働安全衛生法の目的は労働者の健康維持であり、運転についての可否を判断するものではない。

↓
つまり、医学的判断から、一定の病気などで職業運転士に不適格と判断された場合であっても雇用される可能性はある。

タクシーもライドシェアもカギを握るのは「産業医」
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6,事例検討

• タクシーへの復職関連

①安全重視であるならば、身体障害者には不向きな職業。他方で労働組合などの影響で解雇が難しく復職してしまうケースもある。
②従事の可否については産業医が判断する。
③復職の可否が決定したのちの、復職支援は可能。

• ライドシェア関連

①一定の病気等が理由で二種免許の返納をした元タクシードライバーが、ライドシェアを仕事にしたいと医
療職に相談してきた。
制度上は従事可能。
医療機関として行えることはほぼないが、患者の現在の容態や、障害の影響などが、事故のリスク等になりえることを患者に説明し、患者
自身の自覚を促すことは大切だと思います。
患者が納得しない場合などは、産業医に相談するよう助言を与えよう。

②一定の病気等で臨時適性検査を受けて合格した患者が、ライドシェアに応募したところ、タクシー事業者
から、職業運転の可否についての主治医の診断書を持ってくるよう指示され来院してきた。
このような診断書を書くことは医療機関の役割ではないため、基本的に引き受けることはできない。
産業医に相談するよう助言を与えましょう。

③最初の質問への回答
ライドシェアドライバーへの従事は、制度上可能だが、病気や障害の程度には個人差が大きく、就業の可否の決定権はタクシー事業者や産
業医に帰属し、その責任を負う。

健常者

4,付録 スローモビリティという観点から、障害のある人の移動手段を考える

障害者

公共交通

自転車の良いところ
• 基本的に自力で走る
• 時速15キロ程度で、道路環境に関わらず走行できる
• 環境への低負荷
• 健康増進
• 自由な移動
• 最強のエネルギー効率

???
自転車という交通手段を障害のある人たちは享受できない。自家用車への依存。
自転車とは、「自力」「手軽」「安い」「練習が必要」

自家用車依存

スローモビリティ＝脱自家用車。運転席から後部座席への転換。 自転車圏内で暮らす

何よりも人間らしさを取り戻す

「障害があっても乗れる自転車」
是非皆さんで実現させてください。

アンケート調査へのご協力を!
• 免許更新手続きの正当性について皆さんからのご意見を募集し、
集計の上、必要にお応じて警察庁へ要望したいと考えています。

• 視聴ページ下段にアンケートフォームがあります。

• アンケートのテーマ
免許更新手続き（免許センターや各警察署）が適正に行われ

ていると感じますか?


